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令和元年９月３０日 

〇規則 

 小田原市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則 

 小田原市証紙条例施行規則の一部を改正する規則 

 小田原市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 小田原市自転車競走実施規則等の一部を改正する規則 

 サンサンヒルズ小田原管理規則の一部を改正する規則 

 小田原市保育の必要性の認定事由に関する規則の一部を改正する規則 

 小田原市教育・保育給付の支給認定及び保育の実施に関する規則の一部を改正する規  

則 

 小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例施行規則の一部を改正する規則 

 小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

 小田原市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 



小田原市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第１９号 

小田原市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」と

いう。）第３０条の５第２項に規定する施設等利用給付認定に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（施設等利用給付認定の申請） 

第３条 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「府令」

という。）第２８条の３第１項の申請書は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 (1) 法第３０条の４第１号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用

給付認定申請書（法第３０条の４第１号）（様式第１号） 

 (2) 法第３０条の４第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための

施設等利用給付認定申請書（法第３０条の４第２号・第３号）（様式第２号） 

（施設等利用給付認定の変更認定の申請） 

第４条 府令第２８条の８第１項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定変更

認定申請書（様式第３号）とする。 

（施設等利用給付認定等の通知） 

第５条 法第３０条の５第３項（法第３０条の８第３項において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定・変更認定通

知書（様式第４号）により行うものとする。 

２ 法第３０条の５第４項（法第３０条の８第３項において読み替えて準用する場合を



含む。）の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定・変更認定申請却

下通知書（様式第５号）により行うものとする。 

３ 法第３０条の５第５項（法第３０条の８第３項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定・変更認定延期通

知書（様式第６号）により行うものとする。 

（職権による施設等利用給付認定の変更認定の通知） 

第６条 法第３０条の８第５項において読み替えて準用する法第３０条の５第３項の規

定による通知は、職権による子育てのための施設等利用給付認定変更認定通知書（様

式第７号）により行うものとする。 

（施設等利用給付認定の取消し） 

第７条 法第３０条の９第２項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認

定取消通知書（様式第８号）により行うものとする。 

（申請内容の変更の届出） 

第８条 府令第２８条の１２第１項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定申請

事項変更届（様式第９号）とする。 

（企業主導型保育事業の利用状況の報告） 

第９条 府令第２８条の１４第１項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書（様式第

１０号）とする。 

２ 府令第２８条の１４第２項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書（様式第

１１号）とする。 

附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 

 子育てのための施設等利用給付認定申請書（法第３０条の４第１号） 

年  月  日  

  小田原市長 様 

（申請に当たって同意していただく事項） 

 

 

  以上のことに同意し、幼稚園（子どものための教育・保育給付の対象ではない私立

幼稚園や国立大学附属幼稚園）、特別支援学校幼稚部の施設等利用給付認定を希望す

る（幼稚園や特別支援学校の預かり保育事業は利用しない。）ので、子ども・子育て

支援法第３０条の５第１項の規定に基づき、次のとおり施設等利用給付認定を申請し

ます。 

 認 定 希 望 日 年 月 日 

申 請 者 

（保護者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
○印  

住 所  

小田原市に転
入予定の場合
転入後の住所 

 

日中の連絡先

（電話番号） 
 

生 年 月 日 年 月 日 

個 人 番 号  

子 ど も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 生 年 月 日 年 月 日 

保 護 者 と 
の 続 柄  個 人 番 号  

備考 保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地並びに当該申請に係る子どもの居住地を記入してください。 

 

 利用する（予定含む。）幼稚園（子どものための教育・保育給付の対象ではない私

立幼稚園や国立大学附属幼稚園）、特別支援学校幼稚部について記入してください。 

フ リ ガ ナ 

施 設 名 
 

所 在 地  

利 用 開 始
（予定）日 年 月 日 

 



様式第２号（第３条関係） 

 子育てのための施設等利用給付認定申請書（法第３０条の４第２号・第３号） 

年  月  日  

  小田原市長 様 

（申請に当たって同意していただく事項） 

 

 

  以上のことに同意し、保護者の就労、疾病その他の理由により、幼稚園・認定こど

も園・特別支援学校（預かり保育事業も利用する。）、認可外保育施設、一時預かり

事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の施設等利用給付認定を

希望するので、子ども・子育て支援法第３０条の５第１項の規定に基づき、次のとお

り施設等利用給付認定を申請します。 

 認 定 希 望 日 年 月 日 

申 請 者 

（保護者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
○印  

住 所  

小田原市に転
入予定の場合
転入後の住所 

 

日中の連絡先

（電話番号） 
 

生 年 月 日 年 月 日 

個 人 番 号  

子 ど も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 生 年 月 日 年 月 日 

保 護 者 と 
の 続 柄 

 個 人 番 号  

認定区分  

「認定区分」が第３号に該当し、市民
税非課税世帯に該当する場合は、□に
レ点を記入してください。 

□市民税非課税に該当 

保育を必 
要とする 
理由 

 

備考 保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地並びに当該申請に係る子どもの居住地を記入してください。 

 

  「認定区分」が第３号に該当する場合に記入してください。 

年１月１日
現在の住所 

（母親）  （父親）  

年１月１日
現在の住所 

（母親）  （父親）  



  同居者を全員記入してください。個人番号欄は、「認定区分」が第３号に該当する

場合に、父母及び生計の中心者のみ記入してください（生計の中心者の番号に〇を付

けてください。）。 

 
子 ど も 
との続柄 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

生 年 月 日 
就 労 先 名 ・ 学 校 名 

個 人 番 号 

１   
年 月 日 

 
 

２   
年 月 日 

 
 

３   
年 月 日 

 
 

４   
年 月 日 

 
 

５   
年 月 日 

 
 

６   
年 月 日 

 
 

７   
年 月 日 

 
 

 

 幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部を利用する（予定含む。）場合は記入

してください。 

フ リ ガ ナ 

施 設 名 
 

所 在 地  

利 用 開 始
（予定）日 年 月 日 

 

 



様式第３号（第４条関係） 

 子育てのための施設等利用給付認定変更認定申請書 

年  月  日  

  小田原市長 様 

（申請に当たって同意していただく事項） 

 

 

  以上のことに同意し、子ども・子育て支援法第３０条の８第１項の規定に基づき、

次のとおり施設等利用給付認定の変更の認定を申請します。 

 変更認定希望日 年 月 日 

申 請 者 

（保護者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
○印  住 所  

日中の連絡先 

（電話番号） 
 

生 年 月 日 年 月 日 

個 人 番 号  

子 ど も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 生 年 月 日 年 月 日 

保 護 者 
と の 続 柄 

 個 人 番 号  

変更内容 

 変  更  前 変  更  後 

認 定 区 分 

  

変更後の「認定区分」が第３号に該当
し、市民税非課税世帯に該当する場合
は、□にレ点を記入してください。 

□市民税非課税に該当 

保育を必要 
とする事由 

  

有 効 期 間   

変更理由  

備考 保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地並びに当該申請に係る子どもの居住地を記入してください。 

 

  変更後の「認定区分」が第３号に該当する場合に記入してください。 

年１月１日
現在の住所 （母親）  （父親）  

年１月１日
現在の住所 

（母親）  （父親）  

 



  同居者を全員記入してください。個人番号欄は、変更後の「認定区分」が第３号に

該当する場合に、父母及び生計の中心者のみ記入してください（生計の中心者の番号

に〇を付けてください。）。 

 
子 ど も 
との続柄 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

生 年 月 日 
就 労 先 名 ・ 学 校 名 

個 人 番 号 

１  
 年 月 日 

 
  

２  
 年 月 日 

 
  

３  
 年 月 日 

 
  

４  
 年 月 日 

 
  

５  
 年 月 日 

 
  

６  
 年 月 日 

 
  

７  
 年 月 日 

 
  



様式第４号（第５条関係） 

 子育てのための施設等利用給付認定・変更認定通知書 

番     号  

年  月  日  

         様 

小田原市長         □印   

 

    年  月  日付けで（申請・変更認定申請）のありました施設等利用給付認

定について、次のとおり（認定・変更認定）したので、子ども・子育て支援法第３０

条の５第３項の規定により通知します。 

認 定 番 号  

保 護 者 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

住 所  

子 ど も 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

認 定 区 分  

保育を必要とする事由  

有 効 期 間  

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、小田原市長に対して審査請求をすることができます。 

  また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は、

市長となります。）提起することができます。ただし、審査請求をした場合には、こ

の処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起しなければなりません。 



様式第５号（第５条関係） 

 子育てのための施設等利用給付認定・変更認定申請却下通知書 

番     号  

年  月  日  

         様 

小田原市長         □印   

 

    年  月  日付けで（申請・変更認定申請）のありました施設等利用給付認

定について、次の理由により却下したので、子ども・子育て支援法第３０条の５第４

項の規定により通知します。 

保 護 者 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

住 所  

子 ど も 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

却 下 の 理 由  

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、小田原市長に対して審査請求をすることができます。 

  また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は、

市長となります。）提起することができます。ただし、審査請求をした場合には、こ

の処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起しなければなりません。 



様式第６号（第５条関係） 

 子育てのための施設等利用給付認定・変更認定延期通知書 

番     号  

年  月  日  

         様 

小田原市長         □印   

 

    年  月  日付けで（申請・変更認定申請）のありました施設等利用給付認

定について、次の理由により審査に時間を要するため、子ども・子育て支援法第３０

条の５第５項ただし書の規定により通知します。 

保 護 者 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

住 所  

子 ど も 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

延 期 の 理 由  

処 理 見 込 期 間  

 



様式第７号（第６条関係） 

 職権による子育てのための施設等利用給付認定変更認定通知書 

番     号  

年  月  日  

         様 

小田原市長         □印   

 

  子ども・子育て支援法第３０条の８第４項の規定により、次のとおり職権により施

設等利用給付認定の変更の認定を行いましたので通知します。 

認 定 番 号  

保護者 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

住 所  

子ども 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

認 定 区 分  

保育を必要とする事由  

有 効 期 間  

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、小田原市長に対して審査請求をすることができます。 

  また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は、

市長となります。）提起することができます。ただし、審査請求をした場合には、こ

の処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起しなければなりません。 

 



様式第８号（第７条関係） 

 子育てのための施設等利用給付認定取消通知書 

番     号  

年  月  日  

         様 

小田原市長         □印   

 

  子ども・子育て支援法第３０条の９第１項の規定により、次のとおり施設等利用給

付認定を取り消したので通知します。 

認 定 番 号  

保 護 者 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

住 所  

子 ど も 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

取 消 理 由  

取 消 年 月 日 年  月  日 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、小田原市長に対して審査請求をすることができます。 

  また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は、

市長となります。）提起することができます。ただし、審査請求をした場合には、こ

の処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起しなければなりません。 

 



様式第９号（第８条関係） 

 子育てのための施設等利用給付認定申請事項変更届 

年  月  日  

  小田原市長 様 

届出者 住所           

（保護者）氏名        ○印   

 

  施設等利用給付認定に係る事項に変更があったので、子ども・子育て支援法施行規

則第２８条の１２第１項の規定により次のとおり届け出ます。なお、届出事項の確認

のため、公簿等を職権にて閲覧等をすることに同意します。 

現

在

の

認

定

状

況 

認 定 番 号  

保 護 者 

生 年 月 日 年  月  日 

個 人 番 号  

日 中 の 連 絡 先 
( 電 話 番 号 )  

子 ど も 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

個 人 番 号  

保護者との続柄  

利 用 施 設 ・ 事 業 所 名  

認 定 区 分  

保 育 を 必 要 と す る 事 由 

（ 有 る 場 合 の み ） 
 

変

更

内

容 

保 護 者 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

住 所  

個 人 番 号  

日 中 の 連 絡 先 
( 電 話 番 号 )  

子 ど も 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 

個 人 番 号  

保護者との続柄  

保 育 を 必 要 と す る 事 由 
（ 有 る 場 合 の み ） 

 

変 更 理 由  

変 更 年 月 日 年  月  日 

そ の 他  

備考 保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地並びに当該申請に係る子どもの居住地を記入してください。 



様式第１０号（第９条関係） 

 企業主導型保育事業利用報告書 

年  月  日  

  小田原市長 様 

 

  子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保

育事業）の利用を開始したので報告します。 

報 告 者 

（保護者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
○印  住 所  

日中の連絡先

（電話番号） 
 生 年 月 日 年 月 日 

子 ど も 
フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

生 年 月 日 年 月 日 

保 護 者 

と の 続 柄 
 

 

  利用を開始する企業主導型保育事業 

フリガナ 

施 設 名 
 

所 在 地  

利用開始日 年 月 日 

 



様式第１１号（第９条関係） 

 企業主導型保育事業利用終了報告書 

年  月  日  

  小田原市長 様 

 

  子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保

育事業）の利用を終了するので報告します。 

報 告 者 

（保護者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
○印  住 所  

日中の連絡先

（電話番号） 
 生 年 月 日 年 月 日 

子 ど も 
フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

生 年 月 日 年 月 日 

保 護 者 

と の 続 柄 
 

 

  利用を終了する企業主導型保育事業 

フリガナ 

施 設 名 
 

所 在 地  

利用終了日 年 月 日 

 

 



小田原市証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第２０号 

小田原市証紙条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市証紙条例施行規則（平成８年小田原市規則第４５号）の一部を次のように改

正する。 

第８条第２項第２号中「１００分の８」を「消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

第２９条の税率と当該税率に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３の

税率を乗じて得た率とを合計した率」に改める。 

附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 



 

小田原市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第２１号 

   小田原市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市市税条例施行規則（昭和５０年小田原市規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

様式第３７号中 

「 市町村民税の特定寄附金税額控除額   」 を 

 
「 市町村民税の特定寄附金税額控除額   

」 

に 
外国関係会社等に係る控除対象所得

税額等相当額又は個別控除対象所得

税額等相当額の控除額 

  

改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 

小田原市自転車競走実施規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第２２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   小田原市自転車競走実施規則等の一部を改正する規則 

 （小田原市自転車競走実施規則の一部改正） 

第１条 小田原市自転車競走実施規則（昭和３７年小田原市規則第３８号）の一部を次

のように改正する。 

目次中「第７０条・第７１条」を「第７０条～第７１条の２」に改める。 

第３条中「小田原競輪場において市が行う」を「市が開催する」に、「何年度第何

回小田原市営小田原競輪」を「何年度第何回小田原市営何競輪」に改める。 

第３１条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 先頭固定競走（インターナショナル） 

第３１条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１

号を加える。 

(2) 先頭固定競走（オリジナル） 

第７章第２節中第７１条の次に次の１条を加える。 

（他の競輪場で開催する場合における特例） 

第７１条の２ 条例第３条ただし書が適用される場合における入場料及び入場者並び

に競輪場等内の取締り等については、この章の規定にかかわらず、市長が別に定め

ることができる。 

 （小田原市自転車競走電話投票実施規則の一部改正） 

第２条 小田原市自転車競走電話投票実施規則（昭和６３年小田原市規則第２９号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「小田原競輪場で開催される」を「市が開催する」に改める。 

（小田原市自転車競走在席投票実施規則の一部改正） 

第３条 小田原市自転車競走在席投票実施規則（平成３０年小田原市規則第４４号）の 

一部を次のように改正する。 

第３条中「小田原競輪場で開催される」を「市が開催する」に改める。 

（小田原市自転車競走電子決済投票実施規則の一部改正） 

第４条 小田原市自転車競走電子決済投票実施規則（平成３０年小田原市規則第４５  

号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「小田原競輪場で開催される」を「市が開催する」に改める。 

（小田原市自転車競走キャッシュレス投票実施規則の一部改正） 



 

第５条 小田原市自転車競走キャッシュレス投票実施規則（平成３０年小田原市規則第

４６号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「小田原競輪場で開催される」を「市が開催する」に改める。 

（小田原市自転車競走競技規則の一部改正） 

第６条 小田原市自転車競走競技規則（昭和３７年小田原市規則第３９号）の一部を次

のように改正する。 

目次中「第４章 先頭固定競走（第５３条～第６４条）」を 

「第４章 先頭固定競走（オリジナル）（第５３条～第６４条） 

第５章 先頭固定競走（インターナショナル）（第６４条の２～第６４条の６）」 

に、「第５章」を「第６章」に、「第６章」を「第７章」に、「第７章」を「第８ 

章」に、「第８章」を「第９章」に改める。 

第１６条中「先頭走者は、」の次に「競走路が１周５００メートル及び４００メー

トルの場合にあっては最終周回の前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回

のバック・ストレッチ・ラインの間において、１周３３５メートル及び３３３．３メ

ートルの場合にあっては」を加える。 

「第４章 先頭固定競走」を「第４章 先頭固定競走（オリジナル）」に改める。 

第５３条の見出しを「（先頭固定競走（オリジナル）の定義）」に改め、同条中 

「先頭固定競走」を「先頭固定競走（オリジナル）」に、「に競走選手」を「を競走

選手」に、「を誘導させる」を「と同時に発走させ、先頭員に競走選手を第５５条第

１項の標識線まで誘導させる」に改める。 

第５５条第１項中「先頭員は、」の次に「競走路が１周５００メートル及び４００

メートルの場合にあっては最終周回の標識線まで、１周３３５メートル及び 

３３３．３メートルの場合にあっては」を加え、同条第２項中「標識線は、」の次に

「競走路が１周５００メートル及び４００メートルの場合にあっては第２コーナーか

らバック・ストレッチ直線部への入口までの間に、１周３３５メートル及び 

３３３．３メートルの場合にあっては」を加える。 

第５８条中「先頭員が」の次に「、競走路が１周５００メートルの場合にあっては

最終周回の前回のバック・ストレッチ・ラインに、１周４００メートルの場合にあっ

ては最終周回の前回に入るホーム・ストレッチ・ラインに、１周３３５メートル及び

３３３．３メートルの場合にあっては」を加える。 



 

第８章を第９章とし、第５章から第７章までを１章ずつ繰り下げ、第４章の次に次

の１章を加える。 

第５章 先頭固定競走（インターナショナル） 

（先頭固定競走（インターナショナル）の定義） 

第６４条の２ 先頭固定競走（インターナショナル）は、先頭員を助走させた後に競 

走選手を発走させ、先頭員に競走選手を第６４条の５に規定する退避区間まで誘導 

させる競走とする。 

（先頭員の助走開始） 

第６４条の３ 先頭員は、発走線から自転車の前輪の前端までの距離が１００メート 

ル以上後方の位置（以下「助走開始位置」という。）につき、審判委員の指示に従 

い、助走を開始しなければならない。 

（発走の合図） 

第６４条の４ 審判委員は、発走位置についた選手に対し、呼笛により注意を喚起し

た後「用意」を発声し、次いで先頭員が発走線に到達すると同時に号砲により発走

の合図をしなければならない。 

（誘導の方法） 

第６４条の５ 先頭員は、退避区間（競走路が１周５００メートルの場合にあっては

最終周回の前回の第４コーナーから最終周回の第１コーナーまでのホーム・ストレ

ッチの間をいい、１周４００メートル、３３５メートル及び３３３．３メートルの

場合にあっては最終周回の前回の第２コーナーから第３コーナーまでのバック・ス

トレッチの間をいう。）に到達するまで、原則として外帯線と内圏線の間を走行し

て、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければな

らない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを

得ない理由により誘導することができなくなったときは、誘導を中止しなければな

らない。 

（準用） 

 第６４条の６ 第３章の規定（第７条の規定を除く。）、第５４条、第５５条の２か

ら第５７条まで、第５９条から第６１条まで並びに第６４条第２項（第２号に係る

部分に限る。）及び第３項の規定並びに第１１条から第１９条まで及び第５９条の

規定に係る第７０条の規定は、先頭固定競走（インターナショナル）に準用する。



 

この場合において、第５６条第１号中「第５５条第１項に規定する標識線」とある

のは「第６４条の５に規定する退避区間」と、同条第２号中「第５５条第１項ただ

し書」とあるのは「第６４条の５ただし書」と、同条第３号中「前条」とあるのは

「第６４条の６において準用する第５５条の２」と、第６０条第１号中「第５５条

第１項ただし書」とあるのは「第６４条の５ただし書」と、同条第２号中「第５５

条の２」とあるのは「第６４条の６において準用する第５５条の２」と、第６４条

第２項中「それぞれの発走位置」とあるのは「発走位置及び助走開始位置」と、 

「改めて発走させなければ」とあるのは「改めて先頭員を助走させた後に競走選手 

を発走させなければ」と、同条第３項中「前項」とあるのは「第６４条の６におい 

て準用する第６４条第２項」と読み替えるものとする。 

別表備考以外の部分を次のように改める。 

 別表（第３条関係） 

  

  別表備考８中「標識線は、」の次に「競走路が１周４００メートルの場合にあって

は第２コーナーからバック・ストレッチ直線部への入口までの間に、１周３３５メー



 

トル及び３３３．３メートルの場合にあっては」を加え、「入り口」を「入口」に改

め、「直角に」の次に「標示し、１周５００メートルの場合にあっては第２コーナー

からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 



 

サンサンヒルズ小田原管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第２３号 

サンサンヒルズ小田原管理規則の一部を改正する規則 

サンサンヒルズ小田原管理規則（平成７年小田原市規則第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１５条から第１７条までを削り、第１４条を第１７条とし、第１３条を第１６条と

する。 

第１２条第３号中「き損する」を「毀損する」に改め、同条を第１５条とする。 

第１１条第２項中「サンサンヒルズ小田原利用変更・取消通知書（様式第３号）」を

「サンサンヒルズ小田原利用承認変更・取消通知書（様式第５号）」に改め、同条を第

１４条とする。 

第１０条第１項中「前条第１項」を「第９条第１項」に、「様式第１号」を「様式第 

３号」に、「第１７条第２項」を「前条第２項」に改め、同条第２項中「様式第２ 

号」を「様式第４号」に改め、同条を第１３条とする。 

 第９条の次に次の３条を加える。 

（利用料） 

第１０条 サンサンヒルズの利用については、別表第１に定める利用料（以下「利用 

料」という。）を徴収する。 

（利用料の減免） 

第１１条 市長は、一般供用の場合において、特に必要があると認めるときは、利用料

を減額し、又は免除することができる。 

２ 前項の規定により宿泊利用料の減額又は免除の適用を受けることができる場合及び

その適用後の宿泊利用料の額は、別表第２のとおりとする。 

３ 利用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。 

（利用承認等） 



 

第１２条 第９条第１項の規定による申込み及び前条第３項の規定による申請は、サン

サンヒルズ小田原利用申込み・利用料減額（免除）申請書（様式第１号）を市長に提

出して行うものとする。 

２ 市長は、第９条第１項の規定による申込み及び前条第３項の規定による申請があっ

たときは、その適否を決定し、申込み及び申請をしたものにサンサンヒルズ小田原利

用承認・利用料減額（免除）決定通知書（様式第２号）を交付するものとする。 

別表第１中「（第１５条関係）」を「（第１０条関係）」に改め、同表の１(1)中  

「中央登録競輪選手制度改善委員会が定める選手宿舎宿泊料金の額による。」を「１人

１泊（食事代を含まない。）につき２，４９２円」に改め、同表の１ (2)中 

「４，３２０円」を「４，４００円」に改め、同表の２(2)の表中 

「 円 
1,080 

円 
1,400 

円 
1,290 

円 
2,800 

円 
3,020   

円 
4,430 」 

を 

 
「 

1,100円 1,420円 1,310円 2,850円 3,070円 4,510円 
」 
に改める。 

 別表第２中「（第１６条関係）」を「（第１１条関係）」に、 

「 

２，１６０円 

」 

を 
２，８８０円 

３，２４０円 

 



 

「 

２，２００円 

」 

に改める。 
２，９３０円 

３，３００円 

 様式第４号及び様式第５号を削る。 

 様式第３号中「（第１１条関係）」を「（第１４条関係）」に、「第１１条第１項」

を「第１４条第１項」に改め、同様式を様式第５号とする。 

 様式第２号中「（第１０条関係）」を「（第１３条関係）」に改め、同様式を様式第

４号とする。 

 様式第１号中「（第１０条関係）」を「（第１３条関係）」に改め、同様式を様式第

３号とし、別表第２の次に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第１２条関係） 

サンサンヒルズ小田原利用申込み・利用料減額（免除）申請書 

 

年  月  日 

 小田原市長 様 

 

申込者 住   所           

団 体 名           

代表者氏名           

電   話           

 

 次のとおり申込み・申請をします。 

利 用 目 的  

利 用 責 任 者 
住所  

電話 
自 宅  

氏名  勤務先  

利用会議室名 利 用 月 日 利 用 時 間 予定人員 利 用 料 

 月 日 時 分～ 時 分   

 月 日 時 分～ 時 分   

 月 日 時 分～ 時 分   

 月 日 時 分～ 時 分   

 月 日 時 分～ 時 分   

宿 泊 
利 用 年 月 日 予定人員 利 用 料 

年 月 日～  年 月 日   

利用料の減免 □減額     □免除 利用料合計  

減 額 ・ 免 除 

申 請 の 理 由 

 

そ の 他 

必 要 事 項 

 

処 理 欄  



 

様式第２号（第１２条、第１３条関係） 

サンサンヒルズ小田原利用承認・利用料減額（免除）決定通知書 

 

番     号  

年  月  日  

        様 

 

小田原市長        □印  

 

 次のとおり承認・通知をします。 

利 用 目 的  

利 用 責 任 者 
住所  

電話 
自 宅  

氏名  勤務先  

利用会議室名 利 用 月 日 利 用 時 間 予定人員 利 用 料 

 月 日 時 分～ 時 分   

 月 日 時 分～ 時 分   

 月 日 時 分～ 時 分   

 月 日 時 分～ 時 分   

 月 日 時 分～ 時 分   

宿 泊 
利 用 年 月 日 予定人員 利 用 料 

年 月 日～  年 月 日   

利用料の減免 
□減額します。  □免除します。 

□減免しません。 
利用料合計 

 

減 額 ・ 免 除 

申 請 の 理 由 

 

そ の 他 

必 要 事 項 

 

 

 



 

附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 



小田原市保育の必要性の認定事由に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第２４号 

小田原市保育の必要性の認定事由に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市保育の必要性の認定事由に関する規則（平成２６年小田原市規則第５０号）

の一部を次のように改正する。 

本則中「第１条第１号」を「第１条の５第１号」に改める。 

附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 



小田原市教育・保育給付の支給認定及び保育の実施に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第２５号 

小田原市教育・保育給付の支給認定及び保育の実施に関する規則の一部を改 

正する規則 

小田原市教育・保育給付の支給認定及び保育の実施に関する規則（平成２７年小田原

市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  小田原市子どものための教育・保育給付認定及び保育の実施に関する規則 

第１条中「第２０条から第２４条まで」を「第２０条第４項」に、「子どものための

教育・保育給付の支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

第３条の見出しを「（教育・保育給付認定の申請）」に改め、同条第１号中「施設型

給付費支給認定申請書」を「子どものための教育・保育給付認定申請書（１号）」に改

め、同条第２号中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」を「子どもの

ための教育・保育給付認定申請書（２・３号）兼保育所等利用申込書」に改める。 

第４条の見出しを「（教育・保育給付認定の方法）」に改め、同条中「第１条」を

「第１条の５」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

第５条の見出しを「（教育・保育給付認定の通知等）」に改め、同条第１項中「適用

する」を「準用する」に、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定・変更認定通

知書兼支給認定証」を「子どものための教育・保育給付認定・変更認定通知書兼支給認

定証」に改め、同条第２項中「適用する」を「準用する」に、「施設型給付費・地域型

保育給付費等支給認定申請却下通知書」を「子どものための教育・保育給付認定申請却

下通知書」に改め、同条第３項中「第２０条第６項ただし書き」を「第２０条第６項た

だし書」に、「適用する」を「準用する」に、「施設型給付費・地域型保育給付費等支

給認定延期通知書」を「子どものための教育・保育給付認定延期通知書」に改める。 



第６条の見出しを「（教育・保育給付認定の変更の申請）」に改め、同条第１項中

「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更認定申請書」を「子どものための教

育・保育給付認定変更認定申請書」に改め、同条第２項中「施設型給付費・地域型保育

給付費等支給認定・変更認定通知書」を「子どものための教育・保育給付認定・変更認

定通知書兼支給認定証」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

める。 

第７条の見出しを「（職権による教育・保育給付認定の変更）」に改め、同条中「支

給認定の」を「教育・保育給付認定の」に、「職権による支給認定変更通知書兼支給認

定証」を「職権による子どものための教育・保育給付認定変更認定通知書兼支給認定

証」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第８条の見出しを「（教育・保育給付認定の取消し）」に改め、同条中「支給認定

の」を「教育・保育給付認定の」に、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取

消通知書」を「子どものための教育・保育給付認定取消通知書」に、「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１０条中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書」を「子ど

ものための教育・保育給付認定支給認定証再交付申請書」に改める。 

第１１条中「保育所等利用申込書（様式第２号）」を「子どものための教育・保育給

付認定申請書（２・３号）兼保育所等利用申込書」に改める。 

第１３条中「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。 

第１４条及び第１５条中「保育所等利用申込書」を「子どものための教育・保育給付

認定申請書（２・３号）兼保育所等利用申込書」に改める。 

第１９条中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

様式第１号中「施設型給付費支給認定申請書」を「子どものための教育・保育給付認

定申請書（１号）」に、「施設型給付費（１号）の支給認定」を「教育・保育給付認定

（１号）」に、「保育料の算定や資格調査等」を「資格調査、副食費徴収対象の判定

等」に改める。 

様式第２号中「第１１条」の次に「、第１４条、第１５条」を加え、「施設型給付

費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等利用申込書」を「子どものための教

育・保育給付認定申請書（２・３号）兼保育所等利用申込書」に、「施設型給付費（２

号）・地域型保育給付費等の支給認定」を「教育・保育給付認定（２・３号）」に、



「算定や」を「算定、副食費徴収対象の判定、」に改める。 

様式第３号中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定・変更認定通知書兼支給

認定証」を「子どものための教育・保育給付認定・変更認定通知書兼支給認定証」に、

「施設型給付費・地域型保育給付費等の支給」を「教育・保育給付認定」に、 

「 
支 給 認 定 証 番 号 」 

を 
「 

認 定 番 号 」 に、 

 
「 

支 給 認 定 区 分 」 
を 
「 

認 定 区 分 」 に、 

 
「 

支給認定の有効期間 
」 
を 
「 

認 定 の 有 効 期 間 
」 
に改める。 

様式第４号中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書」を「子

どものための教育・保育給付認定申請却下通知書」に、「施設型給付費・地域型保育給

付費等の支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

様式第５号中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定延期通知書」を「子ども

のための教育・保育給付認定延期通知書」に、「施設型給付費・地域型保育給付費等の

支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

様式第６号中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更認定申請書」を「子

どものための教育・保育給付認定変更認定申請書」に、「支給認定の」を「教育・保育

給付認定の」に、「保育料や」を「保育料の算定、副食費徴収対象の判定、」に、 

「 
１ 支 給 認 定 区 分 

」 
を 
「 

１ 認 定 区 分 
」 
に、 

 
「 

３ 支 給 認 定 の 有 効 期 間 」 を 
「 

３ 認 定 の 有 効 期 間 」 に改め、同様 

式備考２中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証」を「子どものための教

育・保育給付認定支給認定証」に改める。 

様式第７号中「職権による支給認定変更通知書兼支給認定証」を「職権による子ども

のための教育・給付認定変更認定通知書兼支給認定証」に、「支給認定の」を「教育・ 

給付認定の」に、 
「 

支 給 認 定 証 番 号 」 
を 
「 

認 定 番 号 」 に、 

 
「 

支 給 認 定 区 分 」 
を 
「 

認 定 区 分 」 に、 

 
「 

支給認定の有効期間 
」 
を 
「 

認 定 の 有 効 期 間 
」 
に、「施設型給付費・地域 



型保育給付費等支給認定証」を「子どものための教育・保育給付認定支給認定証」に改

める。 

様式第８号中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書」を「子ども

のための教育・保育給付認定取消通知書」に、「支給認定を」を「教育・保育給付認定 

を」に、 
「 

支 給 認 定 証 番 号 」 
を 
「 

認 定 番 号 」 に、「施設型給付費・ 

地域型保育給付費等支給認定証」を「子どものための教育・保育給付認定支給認定証」

に改める。 

様式第９号中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定」を「子どものための教

育・保育給付認定」に改め、同様式備考２中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給

認定証」を「子どものための教育・保育給付認定支給認定証」に改める。 

様式第１０号中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書」を

「子どものための教育・保育給付認定支給認定証再交付申請書」に、「施設型給付費・

地域型保育給付費等支給認定証の」を「子どものための教育・保育給付認定支給認定証

の」に改め、同様式備考２中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証を」を

「子どものための教育・保育給付認定支給認定証を」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 



小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第２６号 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例施行規則（平成２６年小田原市規則第４７号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準」に改める。 

第３条の見出しを削る。 

第４条第１項中「利用者負担」を「第１２条の規定により支払を受ける費用に関する

事項」に改める。 

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第

２項及び第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第

４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第５項中「支

給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第６条第１項中「市町村」を「市」に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改める。 

第７条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「支給認定

証」の次に「（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあ

っては、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項

の規定による通知）」を加え、「支給認定の有無、支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定の有無、教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保

育給付認定の有効期間」に改める。 



第８条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同

条第２項中「、支給認定」を「、教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効

期間」に改める。 

第９条及び第１０条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第１２条第１項中「（特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次条に

おいて同じ。）」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳

未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」に改め、「利用者負

担額（」の次に「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者について

の」を加え、「（特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第

２８条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特別利用教育を提供する場合に

あっては法第２８条第２項第３号に規定する市町村が定める額とする。）」を削り、同

条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「規定する額（そ

の額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育

に要した費用の額）をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合に

あっては法第２８条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別

利用保育に要した費用の額）を、特別利用教育を提供する場合にあっては法第２８条第

２項第３号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現

に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用

の額）」を「掲げる額」に改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付

認定保護者」に改め、同条第４項中「の各号」を削り、「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教

育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属す

る者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める金額未満であ

るものに対する副食の提供 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども ７万７，１０１円 



(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ(ｲ)において同  

じ。） ５万７，７００円（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第

２１３号）第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあ

っては、７万７，１０１円） 

イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額

算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育学校の前期

課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在籍する子どもを

いう。以下このイにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ

(ｱ)又は(ｲ)に定める者に該当するものに対する副食の提供（アに該当するものを

除く。） 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（そ

のうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長

者である者を除く。）である者 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

エ 満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者

が子ども・子育て支援法施行令第４条第２項第８号イ又はロに掲げる教育・保育

給付認定保護者に該当するものに対する副食の提供 

第１２条第４項第５号中「前４号」を「前各号」に改め、同条第５項中「前４項」を

「前各項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第６

項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１３条第１項中「第２８条第１項」を「第２７条第１項」に、「特例施設型給付費

を含む。以下この項において」を「施設型給付費をいう。以下」に、「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１５条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１６条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定



子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１７条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定

子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に

改める。 

第１８条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同

条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者」に改める。 

第１９条中「の各号」を削り、同条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負

担その他の」を「第１２条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」

に改める。 

第２０条第１項及び第２項ただし書並びに第２３条から第２５条までの規定中「支給

認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第２６条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支

給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者」に改める。 

第２７条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第２９条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子

ども又は教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認

定子どもの」に、「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め、同

条第３項及び第４項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め

る。 

第３１条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改める。 

第３３条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、「の

各号」を削り、同項第２号中「に規定する提供した」を「の規定による」に改め、同項

第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

第３４条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第３項中「含むものとして、本章」を「、施設型給付費には特例施設型給付



費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、そ

れぞれ含むものとして、前節」に、「支給認定子ども」とあるのは「同項第１号又は第

２号」を「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同項第２号」に、「支給

認定子ども」とする」を「教育・保育給付認定子ども」と、第１２条第２項中「法第

２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除

く。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする」に改める。 

第３５条第１項中「次項」を「以下この条」に、「支給認定子ども」を「教育・保育

給付認定子ども」に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に改め、同条第３項中「含むものとして、本章」を「、施設型給付費には特例施

設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節」に、「」と、第１２条第４項第３号中

「除き、同項第２号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限

る。）」とあるのは「」を「又は第２号」と、「の同号」とあるのは「の同項第１号」

と、第１２条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条

第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第

３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども 

（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を」に改める。 

第３６条の見出しを削り、同条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあっては、そ

の」を「（事業所内保育事業を除く。）の」に、「の数を」を「の数は、家庭的保育事

業にあっては」に改め、「小規模保育事業Ａ型をいう」の次に「。第４１条第３項第１

号において同じ」を、「小規模保育事業Ｂ型をいう」の次に「。同号において同じ」を

加え、「、その利用定員の数を」を削り、「附則第４条」を「附則第３条」に改める。 

第３７条第１項中「利用者負担」を「第４２条の規定により支払を受ける費用に関す

る事項」に改める。 

第３８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条

第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未

満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同



じ。）」に、「支給認定子どもが」を「満３歳未満保育認定子どもが」に改め、同条第

３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支

給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第３９条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第４０条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第４１条第１項中「この項」の次に「から第５項まで」を加え、同項第１号中「支給

認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第３号中「支給認定子ども

（」を「満３歳未満保育認定子ども（」に、「支給認定子どもに」を「満３歳未満保育

認定子どもに」に、「支給認定子どもに係る支給認定保護者」を「満３歳未満保育認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項を同条第９項とし、同条第３項中「を行う

者であって、第３６条第２項の規定により定める利用定員が２０人以上のもの」を

「（第３６条第２項の規定により定める利用定員が２０人以上のものに限る。次項にお

いて「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う者」に改め、同項を同条第７項と

し、同項の次に次の１項を加える。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２項第２号

に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第４条において

「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第１項本文の規定にか

かわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

第４１条第２項中「前項本文」を「第１項本文」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第１項の次に次の４項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著し

く困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認める

ときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

(2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応



じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う

者として適切に確保しなければならない。 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供

される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事

業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規

模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることが

できる。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定

する施設のうち、法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する

施設（児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものであって、入

所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第

３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

第４２条第１項中「（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この

条及び第４９条において準用する第１３条において同じ。）」を削り、「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「（当該特定地域型保育事業者が特別利

用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に規定する市町村が定

める額とし、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項第３号に

規定する市町村が定める額とする。）」を削り、同条第２項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、「（その額が現に当該特定地域型保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額）をいい、当該特

定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項

第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育

に要した費用の額）を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２

項第３号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に

当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保



育に要した費用の額）」を削り、同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付

認定保護者」に改め、同条第４項中「の各号」を削り、「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改め、同条第５項中「前４項」を「前各項」に、「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第６項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第４５条第５号を次のように改める。 

(5) 第４２条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、

支払を求める理由及びその額 

第４６条第１項及び第２項ただし書中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子

ども」に改める。 

第４８条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、「の

各号」を削り、同項第２号中「に規定する提供した」を「の規定による」に改め、「に

係る必要な事項」を削り、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

第４９条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業

所及び特定地域型保育」に、「第１３条第１項」を「第１０条中「教育・保育給付認定

子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定子ども

に限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）につい

て」と、第１１条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第１３条の

見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第１項」に、「第

２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。」を「第２７条第１項の施設型給付

費をいう。以下」に、「第３０条第１項に規定する特例地域型保育給付費を含む。」を

「第２９条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第１８条において」と、

「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第２項中「特定教育・

保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第１８条中「施設型給

付費」とあるのは「地域型保育給付費」に改める。 

第５０条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条

第２項中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「同項第３号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど

も」に、「あっては」を「あっては、」に、「支給認定子どもを」を「教育・保育給付

認定子どもを」に改め、同条第３項を次のように改める。 



３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合

には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型

保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において

同じ。）を、それぞれ含むものとして、この章（第３９条第２項を除き、前条におい

て準用する第７条から第１３条まで（第９条及び第１２条を除く。）、第１６条から

第１８条まで及び第２２条から第３２条までを含む。次条第３項において同じ。）の

規定を適用する。この場合において、第３８条第２項中「第１９条第１項第３号」と

あるのは「第１９条第１項第１号」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「同項第１号又

は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５１

条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用

地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号」とあるのは「同項第３号」

と、「法第２０条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できる方法で」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する

方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その

他公正な方法により」と、第４２条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるの

は「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育 

・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中

「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食

事の提供（第１２条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、

同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条

第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「あっては」を「あ

っては、」に改め、同条第３項中「には特定利用地域型保育を」の次に「、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ」を加え、「本章」を「この章」に改め、



同項に後段として次のように加える。 

この場合において、第４２条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは

「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳

以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同

条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第

３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げ

る費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる

特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（子ども 

・子育て支援法施行令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをい

う。）に係る第１２条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」

とする。 

附則第２条第１項中「（法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設 

が」とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。）をい

う。）」とあるのは「定める額をいう。）」を「満３歳未満保育認定子ども」とあるの

は「満３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育

所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。第１８条において

同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」に、「法第２７条第３項第

１号に規定する額」とあるのは「（法附則第６条第３項の規定により読み替えられた法

第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」

を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育（特定保育所における特定

教育・保育（保育に限る。）を除く。）」に改める。 

附則中第３条を削り、第４条を第３条とする。 

附則第５条中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改め、同条を附則第４条とする。 

附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 



小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第２７号 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関す 

る条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施 

行規則（平成２７年小田原市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「という。）」の次に「、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第

２１３号。以下「政令」という。）」を加える。 

第３条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同項各 

号を次のように改める。 

(1)  満３歳以上教育・保育給付認定子ども ０円 

(2)  満３歳未満保育認定子ども（政令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子 

どもをいう。以下同じ。） 別表に定める額 

第３条第２項中「（第２号及び第３号に限る。）」及び後段を削り、同条第３項を削 

る。 

第４条の見出しを「（複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者 

に係る特例）」に改め、同条各号列記以外の部分中「（政令第１４条に規定する負担額

算定基準子どもをいう。以下同じ。）」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同条

各号を次のように改める。 

(1)  負担額算定基準子どものうち２番目の年長者である満３歳未満保育認定子ども 

  当該満３歳未満保育認定子どもに関して前条第１項第２号の規定により算定される

額に２分の１を乗じて得た額（当該額に１００円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額） 



(2)  負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除 

く。）である満３歳未満保育認定子ども ０円 

第５条及び第６条を次のように改める。 

（複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例） 

第５条 特定被監護者等が２人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各 

号に掲げる満３歳未満保育認定子どもに関する条例第３条第１号及び第２号の規則で

定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同

一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が５７，７００円未満（特定教育 

・保育給付認定保護者にあっては、７７，１０１円未満）であるときは、前２条の規

定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

(1) 次のア又はイに掲げる満３歳未満保育認定子ども 当該満３歳未満保育認定子ど

もに関して第３条第１項第２号の規定により算定される額に２分の１を乗じて得た

額（当該額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）（特定教育 

・保育給付認定保護者に係る満３歳未満保育認定子どもにあっては、０円） 

ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が１人のみである場合にお

ける負担額算定基準子どものうち最年長者である満３歳未満保育認定子ども 

イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子

どものうち２番目の年長者である満３歳未満保育認定子ども 

(2) 次のアからウまでに掲げる満３歳未満保育認定子ども ０円 

ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が２人以上いる場合にお

ける負担額算定基準子どものうち最年長者である満３歳未満保育認定子ども 

イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担

額算定基準子どものうち２番目の年長者である満３歳未満保育認定子ども 

ウ 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除 

く。）である満３歳未満保育認定子ども 

２ 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第３２３条に規定する市町村民税の減額があったときは、その額を控除して得た

額（当該額が０円を下回る場合には、０円）とする。 

（利用者負担額の決定通知） 

第６条 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第１項 



第１号に掲げる事項の利用者に対する通知は、利用者負担額決定通知書（様式第１

号）により行うものとする。 

別表第１及び別表第２を削る。 

別表第３備考以外の部分中「特定満３歳以上保育認定子ども及び」を削り、「第６条 

の４第１項」を「第６条の４」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護 

者」に、 

「 
３，０００  ２，９００  」 を 

「 
０  ０  」 

に、「の額の区分」を「の区分」に、「の額のみ」を「のみ課税」に改め、同表備考１

を次のように改める。 

１ この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則第

４条第１項に規定する１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間まで

に限る。）の区分の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは、同項に

規定する１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区

分の保育必要量の認定をいう。 

 別表第３備考２中「支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者 

が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合（」を削り、「の世 

帯に該当する場合に限る。）における」を「である場合における特定教育・保育給付認 

定保護者に係る」に、 

「 
３，０００  ２，９００  

」 

を 
９，３００  ９，１００  

 
「 

９，３００  ９，１００  」 に、 

 
「 

０  ０  

」 

を 
４，６００  ４，５００  

 
「 

４，６００  ４，５００  」 に改め、同表備考２を同表備考３とし、同表 

備考１の次に次のように加える。 

２ この表において均等割の額を算定する場合には、地方税法第３２３条に規定す

る市町村民税の減免があり、かつ、当該減免の額が所得割の額より大きいときは、



所得割の額及び均等割の額の合計額から当該減免の額を控除して得た額（当該額

が０円を下回る場合には、０円）を均等割の額とする。 

 別表第３を別表とする。 

様式第１号中 
「 

支 給 認 定 証 番 号 
」 
を 
「 

認 定 番 号 
」 
に、 

 

「 
支 給 認 定 区 分 

」 
を 
「 

認 定 区 分 
」 
に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規定は、令和元年１０月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同

年９月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。 



小田原市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第２８号 

小田原市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市営住宅条例施行規則（平成９年小田原市規則第３７号）の一部を次のように

改正する。 

第３５条第１号中「第１６２条」を「第１７７条の１７」に改め、「より自動車税」

の次に「の種別割」を加え、「第４５４条」を「第４６３条の２３」に改め、「軽自動

車税」の次に「の種別割」を加える。 

附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 


